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技術提案書の作成説明書 

（地域水源利活用調査・検討業務） 

 
１ 業務の概要 

(1) 業務目的、業務内容、履行期間、業務実施上の条件、成果品等 
 別紙「技術提案仕様書」を参照すること。 
 
(2) 本業務において技術等提案を求めるテーマは、以下のとおりとする。 
 ①より効率の高いかんがい技術(地下かんがい)の検討及び未活用水源の利活用検

討 
 
２ 技術提案書の作成及び記載上の留意事項 

(1) 技術提案書作成上の基本事項 
①プロポーザルは、具体的な取組方法について提案を求めるものであり、成果の

一部の提出を求めるものではない。 
②要請した事項以外の内容を含む技術提案書については、無効とする場合がある。 

 
(2) 技術提案書の作成方法 

技術提案書の様式は、様式第１号のとおりとする。 
 
 (3) 技術提案書の内容に関する留意事項 
   様式第１号のとおり。 
 

(4) 業務量の目安 
提案に当たっては、総額 18,480,000 円（消費税及び地方消費税を含む）の範囲

で見積もること。 
 
(5) 技術提案書の無効 

提出書類について、本説明書及び別添の書式に示された条件に適合しない場合

は無効とすることがある。 
 
３ 技術提案書等の提出方法、提出先及び提出期限 

(1) 技術提案書提出意思表明書 
①提出書類：技術提案書提出意志表明書【様式第２号】 

同種（類似）業務実績調書【様式第２－１号】 
配置予定技術者調書   【様式第２－２号】 
部門別技術者調書    【様式第２－３号】 
共同企業体協定書    【共同企業体の場合。様式任意】 
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②提出方法：持参又は郵送により提出すること。 
なお、郵送の場合は、到着確認が可能な手段をとるものとし、提出

期限内の必着とすること。 
 ※ 共同企業体の場合は、代表者（幹事企業）が応募を行うこと。 
③申込期間：平成 25 年 12 月 17 日（火）～平成 25 年 12 月 25 日（水）17:00 

 
(2) 技術提案書提出者の参加資格要件の確認 
 (1)の提出書類に基づき、技術提案書提出者としての参加資格要件を確認し、通

知する。 
 なお、本業務の技術等提案書を提出できるのは、技術提案書提出選定通知を受

けた者に限る。 
 

(3) 技術提案書 
①提出書類：技術提案書 【様式第１号】 各６部 

参考見積書 【様式任意】  各６部 
②提出方法：持参又は郵送により提出すること。 

なお、郵送の場合は、到着確認が可能な手段をとるものとし、提出

期限内の必着とすること。 
③提出期限：平成 26 年１月 15 日（水）12:00 
④そ の 他：要求した内容以外の書類、図面等については受理しない。 
 

(4) 技術提案書等の体裁 
 原則として、Ａ４判、縦、左綴りとし、内容は仕様に沿って簡潔・明瞭に記載

すること。 
 

(5) 技術提案書提出意思表明書、技術提案書等の提出先 
沖縄県農林水産部 村づくり計画課 事業計画班（担当：古波蔵、兼次） 
〒900-8570 那覇市泉崎１丁目２番２号（県庁 10 階） 
電話番号：098-866-2263  FAX：098-869-0557 
E メール：kohagush@pref.okinawa.lg.jp 

 
４ 公告の内容についての質問の受付及び回答 

(1) 質問の受付 
文書（様式任意、ただし、規格はＡ４版により行うものとし、持参、電子メー

ル又は FAX のいずれかの方法で受け付ける。ただし、電子メール及び FAX の場

合は、件名に「地域水源利活用調査・検討業務業務に関する質問」と明記し、電

話にて着信を確認すること。 
なお、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及び FAX 番号、電子
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メールアドレスを併記するものとする。 
①質問の受付担当課：３の提出先に同じ。 
②質問の受付期間：平成 25 年 12 月 18 日(水)～平成 25 年 12 月 25 日(水)17:00 

 
(2) 質問に対する回答 
 質問を受理した日から５日間以内に、質問のあった者に対して電子メールで回

答する。 
また、質問及び回答は、技術提案書の提出期限の前日まで村づくり計画課ホー

ムページにて閲覧可能とする。 
 

５ 技術提案書を特定するための評価基準 

(1) 技術提案書の評価項目 
①予定技術者（管理技術者、担当技術者及び照査技術者）の資格要件、専門技術

力、専任性等 
②ヒアリング時における質問事項の応答能力 
③実施方針・実施フロー・工程表等 
④特定テーマに対する技術等提案 
 

(2) 評価は各評価項目における判断基準に基づき評価のウェイトを付ける。 
 
(3) 特定された者に対しては、技術提案書を特定した旨を書面により通知する。 
 

６ 技術提案書に関するヒアリング（プレゼンテーション） 

(1) 実施日時：平成 26 年１月 17 日（金）～１月 20 日（月）（予定） 
※日時及び場所は、協議の上、平成 26 年１月 10 日（金）までに通知する。 
なお、８の(1)に定める書類審査を行う場合は、１月 20 日（月）以降にヒアリ

ングを行う可能性がある。 
 
(2) 実施場所：県庁内会議室 
 
(3) 出 席 者：管理技術者又は担当技術者のうち３名以内 

なお、原則として指定されたもの以外の者の出席は認めない。 
 

(4) ヒアリング方法及びヒアリング項目 
 ①ヒアリング方法：技術提案書について、プレゼンテーション方式により説明を

行う。各社の持ち時間は 15 分とする。 
（プレゼンテーション 10 分、質疑応答５分） 

②ヒアリング項目：業務の実施方針、業務のフローチャート、工程計画及び特定



様式３号 

 

テーマに対する技術等提案の取り組み方法 
 

(5) ヒアリング時の追加資料は受理しない。ただし、これを踏まえた上で、パソコ

ン・プロジェクターによるプレゼンテーションは許可する。 
 

(6) ヒアリングに出席しない場合受注意思ないものとみなし、原則として特定しな

い。ただし、病気、交通機関の事故等、真にやむを得ない理由で出席できないと

判断される場合はこの限りでないので、該当する場合はその旨を理由と共に書面

（書式自由、ただしＡ４判とする。）にて提出すること。 
 
７ 非特定理由に関する事項 

(1) 提出した技術提案書が特定されなかったものに対しては、特定されなかった旨

とその理由（非特定理由）を書面（非特定通知書）により通知する。 
 

(2) (1)の通知を受けた者は、通卸をした日の翌日から起算して 5 日（(行政機関の休

日を含まない。)以内に、書面（様式任意）により、非特定理由について説明を求

めることができる。 
 

(3) (2)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日以内に

書面により行う。 
 

(4) 非特定理由の説明請求の受付場所及び受付時間は、以下のとおりとする。 
①受付場所：技術提案書等の提出先と同じ。 
②受付時間：9:00～17:00 

 
８ その他の留意事項 

(1) 技術提案書提出者が６社以上となる場合は、村づくり計画課において配置予定

技術者に関する書類審査を行い、総得点の高い上位５社程度(３～５社)に対して

ヒアリングを行う。なお、総得点が同点となる場合は、順次、管理技術者の得点

が高い者、担当技術者の得点が高い者を上位とする。担当技術者が複数名いる場

合は、主たる業務を行う担当技術者を評価対象とする。（様式第１号技術提案書の

「業務実施体制」の１）欄には主たる担当者名を記載すること。） 
 
(2) (1)の書類審査を行うときは、平成 26 年１月 10 日（金）までにその旨を通知す

るとともに、平成 26 年１月 24 日（金）までに書類審査の結果を通知する。 
 

(3) 委託契約については、審査で最高順位の候補者と契約締結に向け協議を行うが、

当該候補者との協議が整わなかったときは、改めて次点の候補者と協議を行う。 
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(4) 事業の実施にあたり、県と随時実施内容を協議しながら進めていくものとし、

提案内容全ての実施を保証するものではない。 

 

(5) 技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。 
 

(6) 技術提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された技術提案書を無効とする

とともに、虚偽の記載をした者に対して、沖縄県農林水産部工事請負契約に係る

指名停止等の措置及び指名停止審査会に関する要領（準用）に基づく指名停止を

行うことがある。 
 
(7) 特定しなかった技術提案書は原則として提出者に返却しない。また、提出され

た技術提案書は技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しない。なお、特定

された技術提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得ることとする。 
 

(8) 技術提案書提出後において、原則として技術提案書に記載された内容の変更を

認めない。また、技術提案書に記載した予定技術者は原則として変更できない。

ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同

等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 
 

(9) 技術提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のために、

業務の具体的な実施方法について提案を求めることがある。 
 


